
下 松 市 学 習 者 用 端 末 等 貸 付 要 綱  

 

（目的） 

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 下 松 市 立 学 校 （ 以 下 「 学 校 」 と い う 。 ） に

在 籍 す る 児 童 又 は 生 徒 （ 以 下 「 児 童 等 」 と い う 。 ） に 対 し て 学

習 者 用 端 末 等 の 貸 付 け に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目

的 と す る 。  

（定義） 

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 学 習 者 用 端 末 」 と は 、 下 松 市 教 育 委

員 会 （ 以 下 「 教 育 委 員 会 」 と い う 。 ） が 所 有 す る パ ー ソ ナ ル コ

ン ピ ュ ー タ 等 で あ っ て 、 学 校 で の 学 習 活 動 に 必 要 不 可 欠 な 教 材

又 は 教 具 と し て 使 用 す る た め の 設 定 及 び セ キ ュ リ テ ィ に 係 る

対 策 を 講 じ た も の を い う 。  

（ 貸 付 物 品 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 の 規 定 に よ り 貸 付 け を 行 う 物 品 （ 以 下 「 貸 付 物

品 」 と い う 。 ） は 、 学 習 者 用 端 末 及 び そ の 使 用 の た め に 必 要 な

附 属 品 と す る 。  

（ 貸 付 対 象 者 ）  

第 ４ 条  貸 付 物 品 の 貸 付 け を 受 け ら れ る 者 は 、 児 童 等 と す る 。  

（ 貸 付 け の 実 施 ）  

第 ５ 条  学 校 の 校 長 （ 以 下 「 校 長 」 と い う 。 ） は 、 必 要 と 認 め る

場 合 は 、 貸 付 物 品 の 貸 付 け を 行 う 。  

２  校 長 は 、 貸 付 け に 関 す る 庶 務 を 行 う も の と す る 。  

（ 管 理 ）  

第 ６ 条  校 長 は 、 貸 付 け を 行 っ た 場 合 は 、 貸 付 状 況 を 常 に 明 ら か

に す る た め に そ の 都 度 学 習 者 用 端 末 管 理 台 帳 を 作 成 し 、 教 育 委

員 会 に 写 し を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  校 長 は 、 貸 付 状 況 に 変 更 等 が 生 じ た と き は 、 速 や か に 学 習 者

用 端 末 管 理 台 帳 に 記 載 す る と と も に 、 教 育 委 員 会 に 写 し を 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

（ 貸 付 期 間 ）  

第 ７ 条  貸 付 物 品 の 貸 付 期 間 は 、 児 童 等 に 貸 付 け が 必 要 と な っ た

日 か ら 卒 業 認 定 日 ２ 週 間 前 の 日 ま で の 期 間 内 で 、 校 長 が 決 定 す

る 。  

（ 貸 付 料 ）  

第 ８ 条  貸 付 物 品 の 貸 付 料 は 、 無 料 と す る 。  

（ 借 用 証 ）  

第 ９ 条  貸 付 物 品 の 貸 付 け を 受 け よ う と す る 児 童 等 の 保 護 者 は 、



校 長 へ 学 習 者 用 端 末 等 貸 付 物 品 借 用 証 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） を 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 貸 付 物 品 の 変 更 ）  

第 １ ０ 条  校 長 は 、 貸 付 決 定 し た 貸 付 物 品 を 変 更 す る と き は 、 学

習 者 用 端 末 等 貸 付 物 品 変 更 通 知 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 、

貸 付 け を 受 け た 児 童 等 の 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  児 童 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 場 合 は 、 校 長 の 指

示 に よ り 貸 付 物 品 を 交 換 す る も の と す る 。  

（ 貸 付 物 品 の 取 扱 い ）  

第 １ １ 条  貸 付 物 品 の 貸 付 け を 受 け た 児 童 等 （ 以 下 「 使 用 者 」 と

い う 。 ） は 、 貸 付 物 品 に つ い て 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管

理 す る も の と す る 。  

２  使 用 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。  

(1 )  貸 付 物 品 を 他 者 に 使 用 さ せ 、 又 は 転 貸 す る こ と 。  

(2 )  貸 付 物 品 を 売 却 し 、 又 は 廃 棄 す る こ と 。  

(3 )  貸 付 物 品 を 故 意 に 破 損 し 、 又 は 汚 損 す る こ と 。  

(4 )  貸 付 物 品 を 分 解 し 、 又 は 改 造 す る こ と 。  

(5 )  貸 付 物 品 を 学 習 活 動 以 外 に 使 用 す る こ と 。  

(6 )  貸 付 物 品 を 利 用 し 、 他 者 に 対 し て 被 害 や 悪 影 響 を 与 え る こ

と 。  

(7 )  校 長 が 別 に 定 め る 学 習 者 用 端 末 利 用 規 程 等 に 反 す る 行 為 を

行 う こ と 。  

(8 )  そ の 他 校 長 が 不 適 切 と 認 め る 行 為 を 行 う こ と 。  

３  使 用 者 は 、 校 長 か ら 貸 付 物 品 の 管 理 運 営 に 当 た り 必 要 な 指 示

が あ っ た 場 合 は 、 そ の 指 示 に 従 う も の と す る 。  

（ 充 電 に 係 る 経 費 ）  

第 １ ２ 条  家 庭 に お け る 学 習 者 用 端 末 の 充 電 に 係 る 経 費 は 、 使 用

者 の 保 護 者 （ 以 下 「 保 護 者 」 と い う 。 ） の 負 担 と す る 。  

（ 亡 失 又 は 損 傷 の 届 出 ）  

第 １ ３ 条  保 護 者 は 、 貸 付 物 品 を 亡 失 し た と き 、 又 は 貸 付 物 品 が

損 傷 し た と き は 、 直 ち に 貸 付 物 品 亡 失 ・ 損 傷 届 （ 別 記 第 ３ 号 様

式 ） を 校 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 事 由 が 使 用 者 の 故 意 又 は 重 大 な 過

失 に よ る も の と 認 め ら れ る と き は 、 修 繕 費 等 の 貸 付 物 品 の 原 状

復 旧 に 要 す る 費 用 は 、 保 護 者 の 負 担 と す る 。  

（ 損 害 賠 償 ）  

第 １ ４ 条  保 護 者 は 、 貸 付 物 品 の 使 用 に 当 た り 、 使 用 者 の 責 に 帰

す べ き 理 由 に よ り 教 育 委 員 会 又 は 第 三 者 に 損 害 が 生 じ た 場 合



に は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る 責 任 を 負 う 。  

（ 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ５ 条  校 長 は 、 第 ７ 条 に 規 定 す る 貸 付 期 間 中 で あ っ て も 、 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 貸 付 決 定 を 取 り 消 す こ と

が で き る 。  

(1 )  使 用 者 が 学 校 の 児 童 又 は 生 徒 で な く な っ た と き 。  

(2 )  使 用 者 が 第 １ １ 条 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

(3 )  そ の 他 貸 付 物 品 の 管 理 運 営 に お い て 特 別 な 事 情 が 生 じ た と

き 。  

（ 貸 付 物 品 の 返 却 ）  

第 １ ６ 条  使 用 者 は 、 第 ７ 条 の 規 定 に よ り 校 長 が 別 途 定 め る 貸 付

期 間 終 了 日 ま で に 、 貸 付 物 品 を 返 却 し な け れ ば な ら な い 。  

２  使 用 者 が 貸 付 物 品 を 前 項 の 返 却 日 ま で に 返 却 せ ず 、 校 長 か ら

の 督 促 に も 応 じ な い 場 合 は 、 保 護 者 は 、 貸 付 物 品 に 相 当 す る 価

額 を 弁 償 す る も の と す る 。  

（ 連 帯 保 証 ）  

第 １ ７ 条  保 護 者 は 、 下 松 市 学 習 者 用 端 末 等 貸 付 要 綱 の 規 定 に よ

り 、 使 用 者 が 負 担 す る 一 切 の 債 務 に つ い て 連 帯 し て 保 証 す る 。 

（ そ の 他 ）  

第 １ ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 貸 付 物 品 の 貸 付 け に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



別 記 第 １ 号 様 式 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

下 松 市 学 習 者 用 端 末 等 貸 付 物 品 借 用 証  

  年   月   日  

  

 下 松 市 立      校 長  様  

 

 

使 用 者  

（ 児 童 又 は 生 徒 ）  

住 所  

 

氏 名  

 

（ 保 護 者 ）  

住 所  

 

氏 名  

 

 

 

 

 下 松 市 学 習 者 用 端 末 等 貸 付 要 綱 の 規 定 に よ り 、 下 記 の 物 品 を 借 り

受 け ま し た 。  

 

 な お 、 使 用 に 当 た っ て は 、 裏 面 の 貸 付 条 件 及 び 下 松 市 学 習 者 用 端

末 等 貸 付 要 綱 の 規 定 を 遵 守 し ま す 。  

記  

品 名  規 格  数 量  確 認 欄 ※  

学 習 者 用 端 末  管 理 番 号 ：  １  □  

キ ー ボ ー ド  
 

１  □  

電 源 ケ ー ブ ル  
 

１  □  

借 料 の 額   無 料  

借 受 期 間   貸 付 決 定 日 か ら 校 長 が 定 め る 日 ま で  

※  使 用 者 は 、 借 受 物 品 を 確 認 し た 際 に 確 認 欄 に ☑ を つ け て く だ さ い 。  

 



 （ 裏 面 ）  

 

貸 付 条 件  

 

１  使 用 者 は 、貸 付 物 品 に つ い て 、そ の 貸 付 け を 受 け た 日 か ら 善 良 な 保 管 管 理 等 の

義 務 を 負 う も の と す る 。  

２  貸 付 物 品 の 使 用 に 当 た っ て は 、 使 用 者 は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。 

(1) 貸 付 物 品 を 他 者 に 使 用 さ せ 、 又 は 転 貸 す る こ と 。  

(2) 貸 付 物 品 を 売 却 し 、 又 は 廃 棄 す る こ と 。  

(3) 貸 付 物 品 を 故 意 に 破 損 し 、 又 は 汚 損 す る こ と 。  

(4) 貸 付 物 品 を 分 解 し 、 又 は 改 造 す る こ と 。  

(5) 貸 付 物 品 を 学 習 活 動 以 外 に 使 用 す る こ と 。  

(6) 貸 付 物 品 を 利 用 し 、 他 者 に 対 し て 被 害 や 悪 影 響 を 与 え る こ と 。  

(7) 校 長 が 別 に 定 め る 学 習 者 用 端 末 利 用 規 程 等 に 反 す る 行 為 を 行 う こ と 。  

(8) そ の 他 校 長 が 不 適 切 と 認 め る 行 為 を 行 う こ と 。  

３  使 用 者 は 、 校 長 か ら 貸 付 物 品 の 管 理 運 営 に 当 た り 必 要 な 指 示 が あ っ た 場 合 は 、

そ の 指 示 に 従 う も の と す る 。  

４  家 庭 に お け る 学 習 者 用 端 末 の 充 電 に 係 る 経 費 は 、 保 護 者 の 負 担 と す る 。  

５  保 護 者 は 、貸 付 物 品 を 亡 失 し た と き 、又 は 貸 付 物 品 が 損 傷 し た と き は 、直 ち に

貸 付 物 品 亡 失 ・ 損 傷 届 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） を 校 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

６  使 用 者 の 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ り 、貸 付 物 品 を 亡 失 し た り 損 傷 を 及 ぼ し た り

し た 場 合 に は 、 修 繕 費 等 の 原 状 に 復 旧 す る 費 用 は 、 保 護 者 の 負 担 と す る 。  

７  貸 付 物 品 の 使 用 に 当 た り 、使 用 者 の 責 に 帰 す べ き 理 由 に よ り 教 育 委 員 会 又 は 第

三 者 に 損 害 が 生 じ た 場 合 に は 、 保 護 者 は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る 責 任 を 負 う 。  

８  使 用 者 は 、校 長 が 定 め る 貸 付 期 間 終 了 日 ま で に 、貸 付 物 品 を 返 却 し な け れ ば な

ら な い 。  

９  貸 付 期 間 中 で あ っ て も 、教 育 委 員 会 又 は 学 校 の 管 理 運 営 に お い て 特 別 な 事 情 が

生 じ た と き は 、貸 付 け を 中 止 す る こ と が あ る 。こ の 場 合 に お い て 、使 用 者 は 校 長

が 定 め る 日 ま で に 貸 付 物 品 を 返 却 し な け れ ば な ら な い 。  

10 使 用 者 及 び 保 護 者 に は 、 占 有 権 等 の 一 切 の 権 利 の 帰 属 は な い も の と す る 。  

11 保 護 者 は 、下 松 市 学 習 者 用 端 末 等 貸 付 要 綱 の 規 定 に よ り 、使 用 者 が 負 担 す る 一

切 の 債 務 に つ い て 連 帯 し て 保 証 す る こ と と す る 。  

12 そ の 他 学 習 者 用 端 末 等 の 利 用 に 際 し て は 、 校 長 の 指 示 に 従 う も の と す る 。  



別 記 第 ２ 号 様 式 （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

 

第    号  

 年  月  日  

 

 

下 松 市 学 習 者 用 端 末 等 貸 付 物 品 変 更 通 知 書  

 

 （ 児 童 又 は 生 徒 ）  

（ 保 護 者 ）          様  

 

下 松 市 立       校 長  

 

 学習者用端末について、下松市学習者用端末等貸付要綱第１０条の規定により、

次のとおり機器を変更したので通知します。 

 

使 用 者  氏   名  

変 更 日    年   月   日 か ら 変 更  

変 更 前  管 理 番 号 ：  

変 更 後  管 理 番 号 ：  

変 更 事 由  

 

備考 

１ 変更前の学習者用端末等は、上記変更日に在籍する学校に返却してくだ

さい。 

２ 変更後の学習者用端末においても学習者用端末等貸付要綱を遵守して

使用してください。 

 



別 記 第 ３ 号 様 式 （ 第 １ ３ 条 関 係 ）  

 

下  松  市  貸  付  物  品  亡  失  ・  損  傷  届  

区 分   亡 失  ・  損 傷  （ 該 当 に ○ ）  

学 校   下 松 市 立          学 校  

児 童 又 は 生 徒

氏 名  
 

学 年 等      年   組  

対 象  
 学習者用端末本体・キーボード・電源ケーブル 

 （該当するものに○） 

管 理 番 号   

亡 失 ・ 損 傷  

年 月 日  
   年    月    日  

理由及びその状況並びに今後の対応 

（できるだけ詳細に記載してください。） 

 上記のとおり貸付物品を亡失し、又は損傷しましたので下松市学習者用端末等貸

付要綱第１３条の規定により、報告します。 

  年   月   日  

 

 下 松 市 立         校 長  様  

 

住   所：  

児 童 又 は 

生 徒 氏 名：  

保 護 者 氏 名：  

※ 紛失・盗難の場合は、その旨を警察に届け出たことを証する書面の写し又は相当する

ものとして、教育委員会が認めるものを添付してください。 


